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平成 31年度 公益財団法人佐世保市体育協会 事業計画書  

 

Ⅰ．事業方針 

 公益財団法人佐世保市体育協会は、昭和 21年 4月に設立された任意団体である佐世保市体育

協会と(財）佐世保市体育振興会が一体となった団体で、平成 24年度に公益財団法人となり現在

に至っております。 

 その間、「生涯スポーツ社会の実現に向けた活力あるスポーツライフを支援するため安全で 

快適な施設の提供に努めるとともに、事業の推進を図り、スポーツを通じて社会に貢献する」を

基本理念として掲げ、市民や県民が身近な地域でスポーツに親しみ、楽しむことができ、心身を

鍛え健康な生活が送れる「生涯スポーツ」社会の実現に努めてまいりました。 

また、公益財団法人としての社会的役割を十分認識し、市や県の新たな施策やスポーツ振興策、

市民や利用者、関係団体のニーズを把握しながら、市などの関係機関や加盟団体と更なる信頼を

築き、市民サービスを向上させ、地域の活性化と社会体育の発展に寄与することとしております。 

平成 31年度につきましては、これまでの事業を充実させるとともに、新たに１歳～未就園児

とその保護者を対象にした「親子（ベビー＆キッズ）体操教室」などを開催します。また、地域

貢献としまして、市民同士の活発な交流を促進する事業として昨年初開催した企業対抗ふれあい

大運動会を今年も開催し、スポーツ実施率が低い年齢層（20 代～50 代）へ気軽にスポーツを楽

しめる機会を提供することで、スポーツ実施率の向上にも努めます。 

施設運営におきましても市や県と協議しながら増収が見込める場合は、その一部を施設改修に

充当し、安全で快適な施設運営に取り組みます。 

 

 

Ⅱ．重点項目 
 

１．重点施策 

公益財団法人として加盟競技団体や佐世保市及び長崎県との連携を強化し、市民や県民及び 

利用者と地域の方々に信頼され満足いただける施設の運営やスポーツ振興事業を行うとともに、

財源の確保とその有効活用に取り組んでまいります。  

 

（１）スポーツ普及推進事業に基づく事業展開 

   子どもの基礎体力向上や高齢者及び一般市民の健康増進とスポーツ文化普及のため、各種

スポーツ教室、体力測定会などの事業を実施し、市民が個々の目的に応じて運動やスポーツ

を楽しめるようサポートしていきます。また、総合型地域スポーツクラブとの連携に努めま

す。 

 

（２）競技力向上の推進と指導者の養成 

   競技者の底辺拡大及びジュニア層の競技力向上のためのスポーツ教室や強化練習会等を

開催する競技団体への支援と指導者の育成及び資質の向上のための優秀指導者育成事業や

公認スポーツ指導者養成事業等参加への支援を行うことで競技力の向上を図り、多くの市民

がスポーツに参加できる環境づくりに努めます。 
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（３）地域貢献と自主事業の拡大・展開 

   地域の活性化、コミュニケーション形成、健康づくり及び市・県民の安全確保に寄与する

ため佐世保市や長崎県の新たな施策や地域住民のスポーツ実施状況を踏まえ、住民のニーズ

にあった公益事業の拡大に向け、企画・立案していきます。 

（４）効率的な運用と財源の確保 

メディアの活用など広報活動を強化し、スポーツ振興や施設の活性化を図るとともに、 

効率的な運用により事業収入を確保し、スポーツ普及事業を充実させ、利用者が快適かつ 

安全に使用できる施設づくりを目指します。 

 

２．主要事業 

平成 31年度はこれまでの事業を継続して実施しその充実を図るとともに、新たに１歳～未就

園児とその保護者を対象にした「親子（ベビー＆キッズ）体操教室」や様々な武道種目を体験で

きる「武道祭」などを開催し、新たな施設利用者を開拓します。 

さらに「地域貢献と自主事業の拡大・発展」については昨年初開催し盛り上がった、市民同士

の活発な交流を促進する事業として、佐世保市内の企業・団体を対象とした「企業対抗ふれあい

大運動会」を今年も開催し、職場の組織力向上、企業同士の親睦、交流を推進することを目的に

面識のない市民同士でも楽しめる事業を展開します。 

 

（１）長崎県体育施設及び佐世保市体育施設管理運営業務 

 ①長崎県 …… 長崎県立武道館、長崎県立総合体育館県北トレーニング室、海洋スポーツ 

基地カヤックセンター 

 ②佐世保市…… 総合グラウンド（庭球場、プール、陸上競技場、運動広場、アーチェリー場、

野球場、体育館）、体育文化館、北部ふれあいスポーツ広場、小佐々地区   

体育施設（小佐々スポーツセンター、小佐々海洋センター体育館、小佐々  

海洋センタープール、小佐々海洋スポーツ基地、小佐々中央運動広場、大悲

観グラウンド、大悲観テニスコート）、学校運動場照明施設等 

 

（２）スポーツの普及推進事業 

 ①県民体育大会派遣補助事業 

 ②佐世保市民体育祭の開催 

 ③各種スポーツ教室・体力測定会の実施……各種スポーツ教室、親子ふれあいスポーツ教室、

市民体力測定会、国際交流事業、親子（ベビー＆

キッズ）体操教室、武道祭等 

 ④海洋性スポーツ事業の推進……クリーンフェスティバル、海洋クラブ活動等 

 ⑤スポーツ情報の発信……ホームページ「ＰＬＡＹ！」の維持管理、体育協会情報誌の発刊、 

ソーシャルネットワーク（SNS）を利用した活動状況等の配信 

 

（３）競技力向上推進事業及び助成事業 

 ①優秀指導者育成事業……講演会や実技講習会実施、先進地視察に対する助成 

 ②ジュニア層の競技力向上事業……ジュニア層の競技力向上のためのスポーツ教室や強化 

練習会（年間 10回以上）に対し助成 
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 ③特定競技選手強化事業……競技力向上を目的とした事業を行う加盟競技団体に対し助成 

 ④加盟競技団体独自の競技力向上事業……底辺拡大及び競技力向上を目的とした事業を行う

加盟競技団体に対し助成 

 ⑤公認スポーツ指導者養成事業……審判資格、公認スポーツ指導者資格の取得に対し助成 

 ⑥スポーツ医・科学推進事業……スポーツ医科学研修会を実施 

 ⑦城島健司スポーツ普及支援事業……ジュニア対象の競技の大会開催に対し支援 

 ⑧全国大会、九州大会等開催助成……加盟競技団体が主催・共催、主管し市内で開催する大規

模大会に対し助成 

 ⑨大会開催助成……加盟競技団体が競技力向上や普及を目的に開催する大会に対し助成 

 

（４）スポーツの奨励推進事業 

 ①本協会表彰事業……体育功労賞、スポーツ優秀賞（個人・団体）、体育優良団体 

 

（５）その他の事業 

 ①利用者の利便性向上事業……施設の貸与（公益目的以外で使用の団体・個人への貸与、体育

文化館併設の駐車場の貸与）、物品販売事業（ライン用炭酸  

カルシウム等）、広告事業（スポーツ施設への看板設置、プロ

グラム掲載広告、ホームページバナー広告等） 

 ②公益法人の運営……理事会、評議員会、競技部会、専門委員会の開催及び賛助会員の募集 

 ③スポーツ少年団育成事業……スポーツ少年団事務局運営（主催事業、派遣事業、広報活動） 

 ④地域社会への寄与……小柳賞佐世保シティロードレース大会や中学校体育大会への運営 

協力、こども 110 番、地域社会や教育活動等支援、市民の交流の場

の提供等 

 ⑤B&G 財団事業……小佐々海洋センター及び海洋スポーツ基地カヤックセンターでの事業 

展開、センター・インストラクターの養成 

 

Ⅲ．事業計画 
 

１．長崎県及び佐世保市体育施設等管理運営事業 （定款 第 4条第１項第 1号） 

公益財団法人佐世保市体育協会（以下「体育協会」という）は、これまでの指定管理者として

の実績を生かす一方、施設の一体的な管理・運営を行い効率化に努めます。また、体育協会に  

加盟する 34競技団体と一体となった事業の展開を図ると共に、佐世保市や他の関連団体（学校、

総合型地域スポーツクラブ等）との協力・連携を図りながら、「いつでも、どこでも、誰でも、

気軽に」利用できる、公共性を有した「夢と感動を与える」施設として管理運営に邁進し、スポ

ーツの普及・発展及び地域社会に貢献します。 

（１）市及び県の指定管理者として法令等の遵守 

①関連する法令や条例及び施行規則等の主旨に基づき、施設の管理・運営を行います。 

 ②公益財団法人として、コンプライアンスを旨とし、公共性を確保し、事業を推進します。 

③業務を通じた情報の守秘義務及び個人情報保護については、法令や体育協会の定款・規程等

に基づき対応します。 
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（２）サービスの向上及び安全で快適な施設の提供と効率的な施設の運営 

①施設の開場日 

年末年始（12/29～1/3）を除き、原則開場します。（期間限定開場施設を除く） 

 ＊施設の修繕・法定点検、職員の研修等で必要な場合は、市や県の許可を得て臨時に閉場  

することもあります。 

②開場時間 

＊具体的取組：変形労働時間制による必要に応じた開館等柔軟な対応 

午前 9：00～午後 9：30までとします。 

ただし、必要に応じて開館時間を柔軟に対応します。 

 ③利用者や地域の目線に沿った施設管理 

＊具体的取組：モニタリングの実施及び改善 

・利用者のモニタリングや競技団体等の意見及び地域の方々の意見を検証しながら、施設の

管理運営を行います。 

・全国大会や九州大会、県大会等大規模大会等の開催が実施される場合は、事前に主催者と

の協議を徹底し、地域や利用者、観客等に支障が生じないようにします。 

・利用者の苦情等トラブル対応については、利用者とのコミュニケーションに十分配慮し、

謙虚な気持ちで聞き、言葉遣いは丁寧で分かりやすく誠意を持って対応します。 

④平等性の確保 

条例や規則に基づき日程調整会や予約管理システムにより公平・公正に施設を提供します。 

⑤職員の資質及び施設管理の技術力向上 

・職員の資質や管理・運営技術の向上を図るため、接遇研修や法令等に基づく勉強会を実施

します。また、公益財団法人日本体育施設協会等の各種研修へ必要に応じ参加させ、職員

のスキルアップを図るとともにサービスの向上に努めます。 

・職員の業務に必要な資格取得を積極的に推進し、消防・防災設備の法定点検や高圧機器の

定期点検の内製化を図り、安全で快適な施設の提供に努めます。 

・芝生管理についても人材を育成しており内製化で行います。さらに陸上競技場については、

冬芝（オーバーシード）対応により施設の安定的及び快適な使用を推進します。 

・日本公共スポーツ施策推進協議会（JPPC）の他団体との連携を図り、情報共有することで 

 施設管理技術の向上に努めます。 

 

資格取得状況 平成 31年度（資格取得予定） 

第 3種電気主任技術者（2名） 

防火対象物点検資格者(2名) 

第 1種電気工事士（5名） 

第 2種電気工事士（3名） 

1級ボイラー技士（1名） 

消防設備点検資格者（4名） 

上級体育施設管理士（6名） 

体育施設管理士（2名） 

消防設備士 各種保有者（5名） 

蓄電池設備整備資格者（1名） 

体育施設運営士（1名） 

初級障がい者スポーツ指導員(2名) 

プール施設管理士/衛生士(1名) 

センター・インストラクター(1名) 
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プール施設管理士/衛生士（6名） 

赤十字救急法救急員(1名) 

公認スポーツプログラマー(2名) 

スポーツリーダー（4名） 

トレーニング指導士（2名） 

センター・インストラクター（3名） 

小型船舶操縦士免許（10名） 

アスレチィックコンディショニングコーチ

ベーシック認定士（1名） 

トレーニング指導者 JATI-ATI（1名） 

SAQインストラクターレベル１（1名） 

初級障がい者スポーツ指導員(2名) 

特殊小型船舶免許（10名） 

 

 

⑥管理施設の一体的な管理によるコスト縮減を意識した施設の管理運営 

物品発注や、入札など複数の施設の業務発注を可能な限り一括で行い、効率的な運用に 

努めます。また、人的及び機器の運用等について施設間の連携を図り、計画的な業務遂行

を行います。 

⑦新電力会社活用による電気料金の削減 

高圧受電施設は新電力事業者を活用し電気料金の削減に努めており、今後は低圧の電気 

料金についても削減に向け検討していきます。 

⑧外部委託の考え方 

指定管理者として認められる事項については外部委託とし、発注はできるだけ一括化・ 

集約化を図ります。 

⑨事故の未然防止（予防管理と危機管理の徹底） 

・施設や器具等の安全点検を励行することで現状把握を徹底し、危険箇所や器具の不備が 

判明したら、迅速に対応し、事故の防止に努めます。備品購入や施設の改善等規模の状況

については市へ報告し、大型改修が必要な場合には市や県と協議しながら計画的な改修の

提案を行います。 

・火災や自然災害（台風や地震）については、緊急時対応マニュアルに則り対応し、市避難

指定場所としての支援体制を図ります。被害状況等については迅速に市や県に報告します。 

・スポーツ活動中、選手や観客に緊急に傷病者が発生したときは「緊急時対応マニュアル」

を踏まえて対応します。 

・不審者に対しては、緊急時対応マニュアルに則り対応し問題発生を未然に防ぐように努め

ます。不審物については、周辺に近づかないよう対策をとり、速やかに警察に通報します。 

・利用者の苦情等において、他の施設利用者や施設職員に暴言等があった場合には、市、県

及び警察と協議し、迅速に対応します。 

 

（３）利用料金の設定 

   各施設の体育施設条例及び規則等に基づいた利用料金体系を適用します。 
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（４）指定管理者受託施設 

①佐世保市体育施設 

施 設 名 利  用  区  分 

佐世保市体育文化館 体育館、コミュニティセンターホール、駐車場 

佐世保市総合グラウンド 
陸上競技場、野球場、体育館、運動広場、庭球場、プール、
アーチェリー競技場、ゲートボール場 

佐世保市北部ふれあい 
スポーツ広場 多目的広場、庭球場、ゲートボール場 

佐世保市小佐々地区 

体育施設 

小佐々海洋センター体育館 体育館 

小佐々海洋センタープール プール 

小佐々中央運動広場 グラウンド、庭球場 

小佐々海洋スポーツ基地 艇庫 

小佐々スポーツセンター 体育館 

大悲観グラウンド グラウンド 

大悲観テニスコート 庭球場 

＊佐世保市体育施設利用者目標値                    （単位：人） 

施 設 名 H 29年度実績 H 30年度目標値 H 30年度見込み H 31年度（目標） 

体育文化館 159,066 171,120 172,792 174,350 

総合グラウンド 331,080 364,960 362,976 371,850 

北部ふれあいスポーツ広場 73,766 61,570 75,624 62,730 

小佐々地区体育施設 144,244 130,030 159,819 160,000 

合 計 708,156 727,680 771,211 768,930 

北部ふれあいスポーツ広場：H30 年度見込みは、佐世保西高校グラウンド改修工事に伴う高校部活動等の利用増により

目標を大きく上回る見込みであるが、特殊要因のため、H30 年度目標値は当初目標値

のままとする。 

小佐々地区体育施設：H30 年度見込みは、定期練習等の利用増により、目標を大きく上回る見込みで

あるので、H31 年度目標値は H30 年度見込み値に上方修正した。 

②長崎県体育施設 

施 設 名 利  用  区  分 

長崎県立武道館 柔道場、剣道場、弓道場 

長崎県立総合体育館県北トレーニング室 トレーニング室、クライミング室 

海洋スポーツ基地カヤックセンター カヌー、調理室、会議室 

＊長崎県体育施設利用者目標値                     （単位：人） 

施 設 名 H 29年度実績  H 30年度目標値 H 30年度見込み H 31年度（目標） 

武道館 61,038 66,010 51,647 67,260 

県北トレーニング室 58,005 50,400 49,154 50,400 

カヤックセンター 2,640 2,170 2,617 2,600 

合 計 121,683 118,580 103,418 120,260 

県北トレーニング室：複数の民間施設開設の影響により利用者が減少したものの、目標値近くまで利用

者数を維持できた。 

カヤックセンター：好天による学校、子ども会等の団体利用の増等により、H30 年度は利用者増の見

込みであり、H31 年度目標値を見込み値まで上方修正した。 
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③管理運営業務内容 

ア．施設の利用許可申請受付・許可、利用の日程調整並びに利用料金の徴収業務 

  イ．機械設備等の操作･監視、日常点検業務 

  ウ．施設全体の維持管理 

   ・建物内の日常清掃・定期清掃、衛生設備の清掃・点検 

   ・施設内の警備業務 

   ・施設の小規模な改修・修繕 

   ・施設内の緑地及び樹木の剪定、防除等の管理業務 

   ・駐車場の管理運営業務 

   ・施設備品の維持・修繕等管理業務 

・高圧受電施設の保安管理業務 

   ・発電設備、照明設備等の点検業務 

エ．機械設備等の保守点検業務 

・電気機器及び自動制御装置等の全般的点検業務 

   ・衛生設備及び消防設備の全般的保守点検業務 

   ・各種の小規模な修繕 

オ．各種報告書、統計等の作成等 

カ．その他施設全体の管理運営に関すること 

（５）その他の管理委託事業 

施 設 名 利  用  区  分 

学校運動場照明施設 福石中学校、清水中学校、春日小学校 

新公園テニスコート 庭球場 

 

２．スポーツの普及推進事業 （定款 第 4条第１項第 2号、第 3号） 

  佐世保市、県、加盟競技団体及び総合型地域スポーツクラブ等と連携し、地域スポーツの  

ニーズを把握しながら、スポーツ大会開催支援、スポーツ教室等事業を推進することにより、

スポーツ人口の拡大に努めます。 

（１）県民体育大会派遣補助事業 

   広く県民各層のスポーツを振興して、その普及発展と競技力の向上を図り、合わせて県民の

健康を増進し、明朗な県民性を養うための大会として開催される「長崎県民体育大会」に  

佐世保市を代表して出場する選手に対して交通費及び宿泊費の一部並びに参加料（全額）を

助成します。 

（２）佐世保市民体育祭の開催 

   市民総参加型のスポーツフェスティバルと位置づけられた佐世保市民体育祭を、佐世保市

からの委託事業として開催します。 

（３）各種スポーツ教室・体力測定会の実施 

管理施設の空きスペースを活用し、加盟競技団体と連携して各競技団体へ指導者の派遣を

依頼し、子どもから高齢者までの市民を対象に各種スポーツ教室や 1日型のイベントを実施

します。また、市民の体力を測定する「体力測定会」を実施し、市民の生涯スポーツへの   

意識向上を図ります。 
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①スポーツ教室 （13種目 20教室） 

事 業 名 期日 回数 対 象 定員 会 場 

かけっこ教室 
7 月～ 
 9 月 

2 期 小学生 各60人 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

  陸上競技場 

キッズサッカー教室(Ｕ-6) 

11/3 

1 日 年少～年長 100 人 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
  陸上競技場 

キッズサッカー教室(Ｕ-8) 1 日 小学１～2 年 100 人 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
  陸上競技場 

親子テニス教室 
5 月～ 
 8 月 

1 月～ 
 3 月 

2 期 
小学校低学年
の親子 

各30人 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ庭球場 

親子テニス教室 2 期 
小学校高学年
の親子 

各30人 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ庭球場 

太極拳教室 年間 48 回 一般 20 人 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ南棟 

太極拳教室 年間 48 回 一般 20 人 体育文化館 

チャレンジスポーツ塾 年間 30 回 小学 2～4 年 24 人 体育文化館等 

キッズハンドボール教室 
9 月～ 
 10月 

1 期 小学 3～6 年 30 人 体育文化館 

キッズソフトバレーボール教室 
12月～ 
 1 月 

1 期 小学生 30 人 体育文化館 

親子バドミントン教室 3 月 1 期 
小学 3～6 年生
の親子 

30 人 体育文化館 

親子（ベビー＆キッズ）体操教室 
9 月～ 
 11月 

6 回 
1歳～未就園児
とその保護者 

10 組 体育文化館 

姿斉健康教室 年間 48 回 一般 20 人 小佐々ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

初心者水泳教室 
(幼児・小学生クラス) 6 月～ 

 9 月 

全 17 回 
年中 
～小学生 30 人 小佐々海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ 

初心者水泳教室(小学生クラス) 全 33 回 小学生 30 人 小佐々海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ 

少年剣道教室 
7/20 
3/28 

2 回 
幼児 
～小学生 

60 人 武道館 

わくわくピラティス教室 年間 48 回 一般（女性） 16 人 武道館 

ニコニコピラティス教室 年間 48 回 一般（女性） 16 人 武道館 

太極拳教室（入門クラス） 年間 48 回 一般 20 人 武道館 

太極拳教室（初級クラス） 年間 48 回 一般 20 人 武道館 

②スポーツイベント・体力測定会等 

事 業 名 期日 回数 対 象 定員 会 場 

北部ふれあいグラウンド 
ゴルフ大会 

9/25 1回 小学生～一般 96 人 
北部ふれあいスポー
ツ広場多目的広場 

市民体力測定会 
9/14 

9/27 
2回 

成年及び 
高齢者 

各40人 
総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ体育館 

体育文化館 

親子ふれあいスポーツ教室 8/24 1回 
軽い運動がで
きる方 なし 体育文化館 

あつまれ 元気なこどもたち 9/23 1回 
3歳～小学校入

学前の幼児 
200 人 体育文化館 

武道祭 冬 1回 幼児～一般 なし 武道館 
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③県民スポーツ月間協力事業 

事 業 名 期日 回数 対 象 定員 会 場 

初心者対象無料体験事業 11月 4回 
初めて県北ト
レーニング室を
利用される方 

各15人 県北トレーニング室 

ジュニア層の強化事業 11月 1回 小・中学生 100人 武道館 

無料体験教室 11月 1回 小学生 ～ 一般 100人 武道館 

④国際交流事業 

当協会では、市民が姉妹都市等の市民とスポーツを通して活発に交流を行い、本市の国際 

理解の促進や地域の活性化に寄与します。具体的には佐世保市からの支援及び自主財源を活用

し、佐世保市の姉妹都市である韓国・坡州市の体育会加盟団体の会員と当協会加盟競技団体の

会員とがスポーツを通して交流を行います。昨年は 6月にバスケットボール競技の受入事業を

実施し監督や選手、坡州市関係者含む総勢 12名で来佐されました。 

平成 31 年度は、佐世保バスケットボール協会（加盟団体）協力のもと、昨年交流を行った

中学生選手を６月に２泊３日の予定で派遣する事業を計画しております。 

 

（４）海洋性スポーツ事業の推進 

  海洋スポーツ基地カヤックセンターを拠点に、市民に海洋性レクリエーションに親しむ機

会を提供するとともに活動地域周辺のクリーン清掃活動を展開し、海洋性レクリエーション

の普及・振興を図ります。また、海洋クラブ活動を通じ、ヨットやカヌーに親しませること

により青少年の海洋性スポーツへの意欲を促進させます。 

事 業 名 期 日 対 象 定 員 会 場 

クリーンフェスティバル in
こさざ（佐世保市と共催） 

7 月 幼児～高齢者 80 人 カヤックセンター 

海洋スポーツ体験会 
6/2 

9/8 
小学生～一般 各 30 人 カヤックセンター 

海洋クラブの運営 
4 月～11
月・3 月の
土日祝 

小学生～一般 

(海洋クラブ員) 
15 人 カヤックセンター 

各種大会派遣 8 月 海洋クラブ員  大会開催地 

海のいきもの観察教室 8/24 小学４～６年 20 人 カヤックセンター 

（５）スポーツ情報の発信 

スポーツ情報の提供として佐世保市スポーツ情報サイト「ＰＬＡＹ！」や当協会のスポー

ツ情報誌である体協だより「ダッシュ!!」を活用し、各施設のイベント情報及びスポーツ  

情報を発信します。また、新聞等メディアや関係機関の広報媒体を通じて佐世保市民にスポ

ーツ情報を提供します。 

 （具体的取組） 

  ○ホームページ「ＰＬＡＹ！」維持・管理・更新 

   URL：http://www.sasebosports.com/ 

  ○体協だより「ダッシュ!!」の発刊（年 1回、13,000部） 
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  ○新聞や公共放送を活用した情報の発信 

  ○スポーツ教室参加者募集及び告知のためのちらし作成 

   ＊小学校全校児童へのちらしの配布を年 2回実施 

＊佐世保市内全世帯向けチラシを町内回覧で年 1回実施 

  ○管理施設等の総合パンフレットの配布 

○ソーシャルネットワーク（SNS）を利用した活動状況等の配信 

 

３．競技力向上事業及び助成事業 （定款 第 4条第１項第 4号） 

競技指導者の育成及びジュニア層の育成を図るとともに、長崎県スポーツコミッションと 

連携しながらトップレベル団体の大会や合宿の誘致・啓発に努めます。また、佐世保市からの

支援及び賛助会員会費を活用し競技力向上事業や全国大会・九州大会開催等への助成を行い 

競技力向上の充実に努めます。 

（１）優秀指導者育成事業 

   加盟競技団体が市民や学校関係者に行う講演会や実技講習会の実施や先進地視察に対し

助成します。 

 

（２）ジュニア層の競技力向上事業 

   競技者の底辺拡大や競技力向上を目的として加盟競技団体が企画し実施するジュニア層

競技力向上のためのスポーツ教室や強化練習会（年間 10回以上）に対し助成を行います。 

 

（３）特定競技選手強化事業 

   競技力の向上を目的として加盟競技団体に対し助成を行います。 

 

（４）加盟競技団体独自の競技力向上事業 

   加盟競技団体の底辺拡大及び競技力向上を目的として、当協会の賛助会員会費を財源とし

て、加盟競技団体に助成を行います。 

 

（５）公認スポーツ指導者養成事業 

  現在、スポーツ指導の現場では、指導する者は有資格者が望ましく、各種大会では監督等

ベンチ入りをするには公認資格者が必須となってきております。当協会では、「審判資格」、

「公認スポーツ指導者資格」などの取得に対し、佐世保市からの支援及び賛助会員会費を 

財源として助成を行います。 

 

（６）スポーツ医科学推進事業 

   現代におけるスポーツは目覚しい発展を遂げ、今や生活にならなくてはならない重要な 

文化として定着しております。しかし、その一方では多発するスポーツ外傷や障害、過度な

強化による燃え尽き症候群の発生など解決しなければならない問題も多くあることから、 

スポーツ医科学の成果を取り入れたスポーツの推進が重要です。 

   当協会では、スポーツ医科学に関する啓発活動や情報提供として加盟競技団体及び   

小学校・中学校・高校の指導者、一般の指導者を対象にスポーツ医科学研修会を実施します。 
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（７）城島健司スポーツ普及支援事業 

   子ども達が参加するジュニア対象の競技の大会開催に対し支援を行いスポーツの普及 

推進に資するものであり、佐世保市と委託事業契約を締結し、この支援事業の目的に合致し

たと認める大会を開催する加盟競技団体に助成します。 

  

（８）全国大会、九州大会等開催助成 

   加盟競技団体が主催及び共催並びに主管し、市内で開催される大会等を助成するとともに

主催又は共催事業に取り組みます。財源は当協会の賛助会員会費とします。 

 

（９）大会開催助成 

   加盟競技団体が競技力向上や普及を目的に開催する大会に対して助成します。財源は当協

会の賛助会員会費とします。 

 

４．スポーツの奨励推進事業 （定款 第 4条第１項第 5号） 

○体育協会表彰 

佐世保市において長年スポーツに携わり普及・発展に功績のあったスポーツ指導者及び

優秀な成績をおさめた個人、団体に対し表彰を行います。また、地域で活動されスポーツ

振興に功績のあった団体に対しても表彰を行います。 

①体育功労賞  

   ②スポーツ優秀賞（個人・団体） 

③体育優良団体 

 

５．その他の事業 （定款 第 4条第１項第 6号） 

（１）利用者の利便性向上事業 

   体育協会独自の事業を推進するため、広告募集の拡大に努めるとともに、指定管理施設に

おける利用者の利便性を向上させる事業として、物品の販売を実施し、サービスの向上に 

努めます。また、収益については公益目的事業に充当します。 

①自動販売機の設置（県施設） 

②物品販売の促進（ライン用炭酸カルシウム等） 

③広告募集 

ア．スポーツ施設への看板設置 

イ．プログラム広告（市民体育祭・体育協会表彰） 

ウ．ホームページバナー広告 

（２）体育協会組織の運営及び活性化 

当協会の事業計画・予算及び決算等の執行・議決機関である理事会及び評議員会を定款に 

より開催します。 

また、体育協会に加盟する競技団体で構成された競技部会及び専門委員会（総務委員会、  

競技力向上・医科学委員会、生涯スポーツ委員会）の活性化を図り、スポーツの振興・発展

に努めます。更に、施設担当者と加盟団体及び県体育協会との連携を強化し、地域住民や  

市民及び関係者が利用しやすい施設の管理・運営に努めます。 
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①理事会、評議員会の開催 

②競技部会の開催 

期  日 内    容 

7月 （公財）長崎県体育協会表彰推薦、各種補助事業実施等 

3月 2019 年度事業報告・2020 年度事業計画等 

③専門委員会の開催 

委 員 会 内    容 

総務委員会 広報・宣伝、各種調査、表彰、自主財源確保に関すること 

生涯スポーツ委員会 
生涯スポーツの普及・振興、市民体育祭、スポーツイベントに関す

ること 

競技力向上・ 

医科学委員会 

競技力向上及び事業補助金、指導者育成、スポーツ医科学に関する

こと 

 

（３）スポーツ少年団育成事業(事務局) 

   スポーツ少年団の理念である「一人でも多くの青少年にスポーツの喜びを提供する」「ス

ポーツを通じて青少年のこころとからだを育てる」「スポーツで人々をつなぎ地域づくりに

貢献する」のもとに、一人でも多くの子どもが加入するようＰＲ活動に努めるとともに、  

既単位団の拡充に努めます。 

①主催事業 

事  業  名 期 日 会  場 

佐々・佐世保地区スポーツ少年団軟式野球交流大会 5 月 吉井地区 

サマースポーツ交流会 8 月 小佐々海洋スポーツ基地 

ボランティア活動 11 月 えぼしスポーツの里 

スポーツ少年団指導者研修会 1 月 佐世保市中部地区公民館 

スポーツ少年団表彰式及び交流会 2 月 市内体育・文化施設 

②派遣事業 

ア．県予選会・県交流大会４種目（軟式野球・ソフトボール・バレーボール・剣道） 

イ．九州ブロック競技別交流大会５種目（軟式野球・ソフトボール・バレーボール・剣道・

空手道） 

 ※県予選会を勝ち進むことで出場できる大会は、九州ブロック（軟式野球・ソフトボール）、

全国交流会（軟式野球・バレーボール・剣道） 

会 議 名 期  日 内   容 

理事会 

5月上旬 2018年度事業報告・収支決算について 

9月下旬 2019度中間報告について 

1月下旬 2019年度中間報告について 

3月上旬 2020年度事業計画・収支予算について 

評議員会 
5月下旬 2018年度事業報告・収支決算について 

3月下旬 2020年度事業計画・収支予算について 



13 

 

③広報活動 

ア．加入促進リーフレット配布 

イ．オリジナル Tシャツ・ポロシャツ販売 

 ④第５７回全国スポーツ少年大会への協力 

   全国都道府県代表の団員及び指導者の参加のもと、集団生活を行い、スポーツ活動・文化  

学習活動・野外活動・交歓交流活動等を通して、青少年のこころとからだを育てるとともに、

スポーツ少年団活動をより一層促進し、地域における活動の活性化を図るために開催される

大会が、８月に３泊４日の予定で青少年の天地で開催されます。全国から２００名以上の  

参加がある同大会を地元スポーツ少年団として協力を行います。 

 

（４）地域社会への寄与 

①小柳賞佐世保シティロードレース大会の共催事業 

   加盟団体である佐世保市陸上競技協会を主管として、小学生から大人までマラソンを通じ

て市民が楽しめる小柳賞佐世保シティロードレースを共催し、設営作業や駐車場整理等 

大会運営を実行委員会の一員として行います。 

 ②中学校体育大会への運営協力 

 ③環境に配慮した施設管理 

  ・クリーンフェスティバル in こさざでは、施設周辺の海岸を清掃することにより海辺の  

環境保全に寄与します。 

 ④こども１１０番の登録による子ども達の保護 

   管理施設で「こども１１０番」の登録を行っており、緊急時の避難場所として、一時的に

保護し、子ども達に代わり、関係者や警察に通報します。 

 ⑤地域社会・教育活動等支援 

  ・毎年、依頼がある市内中学校・高等学校・大学からのインターンシップ受け入れを継続し

て行います。 

    ＊平成 30年度の実績：大野・日野・相浦・中里中学校、佐世保特別支援学校（中等部）

清峰高等学校、久田学園佐世保女子高等学校、長崎県立大学 

  ・市内学校勤務職員の社会貢献活動、社会体験研修を受け入れます。 

   ＊平成 30年度の実績：なし 

 ⑥佐世保市健康寿命延伸プロジェクトへの対応 

   「生涯現役社会」を作り上げてライフステージや個人の健康状態に応じた健康づくりを支

援する体制づくりに加え、医療・介護周辺のヘルスケアビジネスの創出により、地元の雇

用・地域経済への貢献を目指す佐世保市健康寿命延伸推進協議会と協働します。 

＊平成 30年度の実績：親子ふれあいスポーツ教室でのブース設置等 

 ⑦長崎県スポーツコミッションへの参画・協力 

   長崎県が進めている国内外からのスポーツ大会やスポーツ合宿を誘致し、地域活性化を図

るため、県内の関係者が一体となった取組み推進する組織として設立された長崎県スポー

ツコミッションに参画し、協力してまいります。 
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 ⑧総合グラウンドプールの園児や児童等への無料開放 

   地域社会への寄与として、子ども達が水に親しむ機会をつくり、幼稚園や保育所の園児、

特別支援学校の児童や生徒を対象に、当協会の指定管理施設である総合グラウンドプール

が 1回無料で利用できる制度を平成 29年度から実施しています。 

   また、平成 30年度からは、マイカー利用の抑制とバス利用促進を目的に、バスで来場し

て頂いたプール利用者の入場料について一部減免しています。 

 ⑨企業対抗運動会 

   地域貢献事業として、佐世保市内にある企業・団体を対象に、職員間及び企業・団体間の

親睦・結束を図ることを目的に、市民同士の活発な交流を促進する事業として「企業対抗

ふれあい大運動会」を行い、面識のない市民同士でも楽しめる事業を昨年に引き続き展開

します。２回目となる今回は、参加企業の増加を目指し、広報活動を拡大します。 

 

（５）Ｂ＆Ｇ財団事業 

海洋スポーツ基地カヤックセンターや海洋センター体育館を拠点に、海洋性スポーツレク

リエーションをはじめとする自然体験活動などを通じて、次代を担う青少年の健全育成と 

幼児から高齢者まで国民の皆様の“心とからだの健康づくり”を推進することを目的とした

公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団（Ｂ＆Ｇ）の関連事業を推進します。 

＊海洋性スポーツ事業 

・クリーンフェスティバル in こさざ（佐世保市と共催） 

・海洋クラブの運営 

・海洋クラブ員の各種大会派遣 

 

＊その他の関連事業 

事 業 名 期日 対 象 参加者 会 場 

B&G会長杯争奪少年剣道大会 10月 
佐世保、平戸、

松浦、佐々地区 
120人 

小佐々海洋センター 

体育館 

B&G会長杯争奪ミニバレー 

ナイターリーグ 

10月～

11月 
小佐々地区近隣 140人 

小佐々海洋センター 

体育館 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 以  上 


